
 

問Ⅱ‐４‐１（新制度の理事、監事、評議員の任期）  

 新制度の理事、監事、評議員の任期について説明してください。 

答 

１ 理事の任期 

  理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時社員総会（定時評議員会）の終結の時までとされます（一般社団・財

団法人法第 66 条第１項、第 177 条）。ただし、定款又は社員総会の決議によっ

て短縮することが可能です（一般社団・財団法人法第 66 条第１項ただし書）

が、伸ばすことはできません。 

  任期の終期が「定時社員総会（定時評議員会）の終結の時まで」とされて

いるのは、社員総会（評議員会）で選任されることに鑑み、次の選任の前に任

期切れとなり欠員状態が生じるのを防ぐためです。 

  例えば、４月１日から３月末までを事業年度（会計年度）としている法人

で、定時総会を毎年６月末に行っている法人の理事の任期を例にしますと、平

成21年６月末の定時総会で理事を選任した場合の理事の任期は平成23年６月

末の定時総会までの２年間となりますが、平成 21 年３月中旬に行った臨時総

会で理事を選任した場合の理事の任期は平成 22 年６月末の定時総会までの１

年３か月間余となり、平成 21 年４月中旬に行った臨時総会で理事を選任した

場合の理事の任期は平成 23 年６月末までの２年３か月間余となります。 

２ 監事の任期 

  監事の任期は、原則として、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時社員総会（定時評議員会）の終結の時までとされます（一

般社団・財団法人法第 67 条第１項本文、第 177 条）。監事の任期は、定款によ

って、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員

総会（定時評議員会）の終結の時までを限度として短縮することができます（一

般社団・財団法人法第 67 条第１項（第 177 条において準用する場合を含む））

が、伸ばすことはできません。監事の任期が理事の任期より長期となることが

原則とされているのは、理事の職務の執行を監査する監事の地位を強化し、そ

の独立性を担保する趣旨からです。 

３ 評議員の任期 

  評議員の任期は、原則として、選任後４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされます（一般社団・財団

法人法第 174 条第１項）。理事の任期よりも長期とすることにより、その地位

を安定的なものとする趣旨からです。さらに、定款で「４年」を「６年」まで

伸長することができます（同項ただし書）が短縮することはできません。これ



は、監事の任期よりも長期とすることを可能とする趣旨からです。 

 

（参照条文） 

一般社団・財団法人法第 66 条 理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決

議によって、その任期を短縮することを妨げない。 

  

一般社団・財団法人法第 67 条 監事の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任

期を選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結

の時までとすることを限度として短縮することを妨げない。 

  

一般社団・財団法人法第 174 条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、そ

の任期を選任後六年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時まで伸長することを妨げない。 


